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船舶事故調査報告書 

 

                              令和６年３月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（突堤） 

発生日時 令和５年２月１２日 ０４時４１分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路港東第２区 

 妻鹿
め が

東防波堤灯台から真方位０７６°１,１１０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４５.６′ 東経１３４°４１.９′） 

事故の概要  プレジャーボートF
エフ

. S S K
エスエスケイ

は、南南西進中、突堤に衝突した。 

 F.SSK は、船長及び同乗者が負傷し、船首部に圧壊等を生じ、ま

た、突堤は、コンクリート部に擦過傷が生じた。 

事故調査の経過  令和５年２月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

プレジャーボート F.SSK、２.６トン 

 ２６０－５００５１兵庫、飾磨整備株式会社 

 ６.６８ｍ（Lr）×２.４６ｍ×１.２３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、６９.９０kＷ、令和３年１月 

 乗組員等に関する情報 船長 ５６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成２６年８月１日 

  免許証交付日 平成３１年４月１６日 

         （令和６年７月３１日まで有効） 

同乗者 ５９歳 

 死傷者等 重傷 １人（同乗者）、軽傷 １人（船長） 

 損傷 本船 船首部に圧壊、亀裂、及び船首部船底外板に擦過傷 

突堤 コンクリート部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

常用薄明開始時刻：０６時２４分ごろ 

日出時刻：０６時５０分ごろ 

月出時刻：１１日２２時４７分ごろ 

月没時刻：１２日１０時０４分ごろ 

月齢：２１.５ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、香川県小豆島
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付近で釣りを行う目的で、法定灯火を表示してレーダー及びＧＰＳプ

ロッターを作動させ、令和５年２月１２日０４時３５分ごろ兵庫県姫

路市妻鹿漁港の係留地を出航し、姫路港東部工業区妻鹿地区の東側護

岸（以下「本件護岸」という。）に沿って南南西進を始めた。 

船長は、‘本件護岸の南端から東南東方に約６０ｍ海上に延びた突

堤’（以下「本件突堤」という。）の東端から約２０ｍ東方を航過しよ

うと、レーダー画面に本件護岸が本船の右舷側に映っていることを確

認しながら、手動操舵により約１９ノットの対地速力で航行してい

た。 

船長は、操縦室右舷側の操縦席に座って操船中、０４時４１分ご

ろ、本件突堤にいた釣り人が照らした灯りが目に入り、顔をそらした

際に右舵を取ってしまい、針路を戻そうと左舵を取った際、船首方至

近に本件突堤が見えて全速力後進としたが間に合わず、本船が本件突

堤の東端付近に衝突した。 

 船長は、衝撃で前方のＧＰＳプロッターに額を打ち、操縦室左舷側

に右舷向きに設置されたベンチシートのところで右舷側を向いて立っ

ていた同乗者は、ベンチシート前方にあるキャビン出入口から斜め下

方のキャビンへ投げ出された。（図１、図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 船長及び同乗者の衝突直前の状況（操縦室後部より見る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 船長及び同乗者の衝突直前の状況（操縦室上部より見る） 
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 船長は、衝突後、自身及び同乗者が負傷していることを認め、本件

突堤にいた釣り人に１１９番通報を依頼し、家族に電話して、本船の

整備業者に海上保安庁への通報及び本船の回収を依頼するように伝え

た。 

 船長及び同乗者は、救急車によりそれぞれ病院へ搬送され、船長は

前頭部裂傷、同乗者は左大腿骨
だいたいこつ

骨
こっ

幹
かん

部骨折、頸
けい

椎
つい

椎体
ついたい

骨折、左肩甲骨

骨折、外傷性くも膜下出血及び胸部外傷とそれぞれ診断された。 

同乗者は、３月９日まで病院に入院し、その後リハビリテーション

のため転院して約４週間の入院治療を要した。 

本船は、整備業者の船舶により兵庫県相生市相生港にえい
．．

航され

て、同市所在のマリーナに陸揚げされた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 衝突後の本船、写真２ 衝

突跡、写真３ 本件突堤及び本件護岸、写真４ 船首側損傷、  

写真５ 船首右舷側損傷、写真６ 操縦室内航海機器等、写真７ 

ＧＰＳプロッターを本事故後に起動した際の画面表示 参照） 

 その他の事項 船長は、これまで本件突堤の東端近くを月に５回以上航行してい

て、本件護岸及び本件突堤に標識灯や照明が設置されておらず、夜間

は視認が困難であることを知っていたが、レーダーやＧＰＳプロッ 

ターを見ながら航行すれば問題ないと思っていた。 

本船のレーダーは、本事故発生時、０.１２５海里（Ｍ）レンジの

ヘッドアップ表示となっていた。 

船長は、本事故後、レーダーのレンジを明確に覚えておらず、レー

ダー画面に本件護岸が本船の右舷側に映っていたので、ふだん航行し

ている経路付近を航行していると思っていて、ふだんより本件護岸近

くを航行していたことに気付かなかったと思った。また、衝突の約 

３０秒前にレーダーを見た際、本件突堤は映っていなかったので、本

船が本件突堤の東端に向かって航行していることに気付かなかったと

思った。 

本船のＧＰＳプロッターは、本事故発生時、縮尺レンジが０.１５

Ｍの表示となっていて、本件突堤の東端から約２０ｍ東方を航過しよ

うとすると、画面上で２０ｍは約１.５mm の長さであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、姫路港東第２区において、船長が、夜間は視認が困難な本

件突堤の東端から約２０ｍ東方を航過しようと南南西進中、ふだん航

行している経路付近を航行していると思い航行を続けたことから、ふ

だんより本件護岸近くを航行していることに気付かず、本件突堤の東

端付近に衝突したものと考えられる。 
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船長は、レーダー画面に本件護岸が本船の右舷側に映っていたこ

と、及び、衝突の約３０秒前にレーダーを見た際、本件突堤が映って

いなかったことから、ふだん航行している経路付近を航行していると

思っていたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、姫路港東第２区において、船長が、夜間

は視認が困難な本件突堤の東端から約２０ｍ東方を航過しようと南南

西進中、ふだん航行している経路付近を航行していると思い航行を続

けたため、ふだんより本件護岸近くを航行していることに気付かず、

本件突堤の東端付近に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。  

 ・船長は、突堤など障害物の近くを航行する場合、障害物から十分

に離れて安全な速力で航行すること。 

・レーダー及びＧＰＳプロッターは、海域の船舶交通の輻輳
ふくそう

度や広

さ等を考慮し、対象物を正確に判別できる適切なレンジで使用す

ること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ 衝突後の本船 
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写真２ 衝突跡 
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写真３ 本件突堤及び本件護岸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 船首側損傷 
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写真５ 船首右舷側損傷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真６ 操縦室内航海機器等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

擦過傷 

ＧＰＳプロッター 

レーダー 

舵輪 

エンジンスロットルハンドル 

前後進切換クラッチハンドル 
キャビン出入口 



- 9 - 

写真７ ＧＰＳプロッターを本事故後に起動した際の画面表示 

 

 

本件突堤 

過 去 の 航 跡

（水深表示） 


